
 

認知症高齢者等見守りシール交付事業・認知症高齢者等個人賠償

責任保険事業開始を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

認知症になっても自分らしく安心して暮らせる地域づくりを目指し、町では行方不明になる

可能性のある認知症高齢者等を対象に、見守りシール交付事業・認知症高齢者等個人賠償責

任保険事業を 10 月から開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

【認知症高齢者等見守りシール交付事業】 

徘徊のおそれのある方の服・帽子・カバン・杖などにＱＲコード付きの見守りシールを貼り

付け、行方不明になった際に発見者がＱＲコードを読み取ると、発見者と家族等が高齢者の安

否情報等をインターネット上の掲示板で書き込むことができ、早期に保護することができるも

のです。（詳細は添付資料参照） 

●交付するもの 見守りシール ５０枚 （無料） 

 

【認知症高齢者等個人賠償責任保険事業】 

●認知症の方が他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を

負う場合に備えて、認知症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に町が保険契約者として加

入するものです。（詳細は添付資料参照） 

●保険期間 町が保険加入を認めた日から１年間 

●費用   年額 1,000 円（保険期間の途中で脱退しても返金いたしません） 

 

【サービス開始日】 令和３年 10 月 1 日 

  

 

*ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

 

箕輪町役場 福祉課 プレスリリース  

令和３年 9月 2日 発信 
箕輪町 

福祉課 高齢者福祉係 
(課長) 唐澤 勝浩 (担当) 北澤・小笠原  
電 話：0265-70-6622（直通） 
ＦＡＸ：0265-70-6699 
Ｅ-mail：fukushi@town.minowa.lg.jp 

添付資料 有 無 



認知症高齢者等見守りシール交付事業 

 

認知症の方が徘徊した場合に早期に発見するために見守りシールを交付することで、認知症の方の事

故の防止を図るとともに介護者等の精神的負担を軽減し、認知症の方やその介護者等の福祉の増進並び

に地域における徘徊高齢者等に対する見守り環境の整備・強化を図る事業です。 

 

事業概要 

徘徊のおそれのある方の服・帽子・カバン・杖などにＱＲコード付きの見守りシールを貼り付け、行方

不明になった際に発見者がＱＲコードを読み取ると、発見者と家族等が高齢者の安否情報等をインター

ネット上の掲示板で書き込むことができ、早期に保護することができるものです。 

掲示板上では、双方の個人情報を記載する必要がないので安心です。 

 

利用対象者 

本事業を利用するには、次の１～３のすべての条件を満たす必要があります。 

 １ 箕輪町内に住所を有し、40歳以上で在宅で生活している方 

 ２ 要介護認定若しくは要支援認定を受け、認知症により徘徊のおそれがある方 

 ３ 箕輪町認知症高齢者見守り事業（すまいるサポート事業）あんしん見守りサービスに登録されて

いる方または本事業利用に際し登録される方 

 

交付するもの 

・耐洗ラベル 40枚：服や帽子などの衣類にアイロンで貼り付けます。 

  ・蓄光シール 10枚：杖やシルバーカーなどに貼り付けます（シールタイプ）。 

 

費用  

 無料（ただし、対象者１人につき、耐洗ラベル 40枚、蓄光シール 10枚まで） 

 なお、無料対象枚数を超えたシールの交付は実費負担となります。 

 

申込方法 

 箕輪町役場福祉課へ申請書を提出してください。加入条件等を審査した後、シールを送付します。 

また、あんしん見守りサービス未加入の方は、あわせて申込みをしてください。 

 

 

 

 

 

 

*ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 



認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 

 

認知症の方や家族が地域で安心して暮らし続ける環境の整備を図るため、外出中に道に迷うおそれの

ある認知症の方とその家族等に対する個人賠償責任保険の加入を支援する事業です。 

 

事業概要 

認知症の方が他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負う場合

に備えて、認知症の方を被保険者とする個人賠償責任保険に町が保険契約者として加入するものです。 

例えば、このような場合に賠償保険が適用されます。 

●線路内に立ち入って電車を止めてしまい、鉄道会社から振替輸送費用等の損害賠償を請求された。 

●日常生活における事故で他人の身体を傷つけてしまった、もしくは他人のものを壊してしまい、被害

者から損害賠償を請求された。 

 

保険に加入できる方 

保険に加入するには、次の１～３のすべての条件を満たす必要があります。 

 １ 箕輪町内に住所を有する方 

 ２ 箕輪町認知症高齢者見守り事業（すまいるサポート事業）あんしん見守りサービスに登録されて

いる方または加入に際し登録される方 

 ３ 要介護認定における主治医意見書の「認知症高齢者の日常生活自立度」がランクⅡ以上の方（申請

後、町が確認します。） 

 

保険期間 

 町が保険加入を認めた日から１年間 

 

費用  

 年額 1,000円（保険期間の途中で脱退しても返金いたしません） 

 

申込方法 

 箕輪町役場福祉課へ申請書を提出してください。加入条件等を審査した後、保険の適用開始日などを

記載した通知書を送付します。 

また、あんしん見守りサービス未加入の方は、あわせて申込みをしてください。 

 

補償内容 

被保険者本人やそのご家族等が日常生活で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したり、線路への立

ち入りで電車等を運行不能にさせてしまったこと等により法律上の賠償責任を負う場合に、一事故につ

き最大５億円の補償を受けることができます。 



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です
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くことで、発見者が声をか
けるきっかけになります。

個人情報の記載不要
氏名・住所・連絡先の記載
は不要なので安心です。

認知症等で行方不明になった際、衣服等に貼ったQRコードが読み取られると、保護者へ瞬時に発見通
知メールが届きます。発見者はQRコードを読み取ると、ニックネームや注意すべきことなど対処方法が
わかるので安心です。チャット形式の伝言板だからやりとりは簡単。お迎えまで迅速に行えます。
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洋服等に専用の
QRコードラベルを
貼付けておく 素早く連絡が取れる！

24 時間 365日この画面は保護者と
発見者のみが

見ることができます
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ラ
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衣服等にアイロンで貼付けます
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ル
持ち物等に貼る暗闇で光るシール

右上腕部 背面 襟元 袖口 帽子側面 ナイロン素材 杖

耐洗ラベル（アイロンで貼り付けられるもの） 蓄光シール（アイロン不可のもの）

準備はこれだけ

読み取ると発見者の
手順を確認できます

動画で確認

箕輪町地域包括支援センター（箕輪町役場福祉課）

電話：0265-70-6622

箕輪町高齢者等見守り事業
ＱＲコード付き認知症高齢者等見守りシールの交付が始まります！



事前受付
初期登録

❶

ケアマネジャー
等に相談しなが
ら登録シートを
記入します。登録
シートをもとに
自治体（もしくは
保護者）にて情
報登録後、ラベ
ルシールが配布
されます。

登録から行方不明→保護→ご帰宅までの流れⓇ

保
護
者

自
治
体

ラベルシール
貼付け

❷ ❸

配布された耐洗
ラベルと蓄光シ
ールを衣服・持ち
物等に貼付けま
す。春夏秋冬物
全ての衣服等に
貼りましょう。耐洗
ラベルは 180℃
のアイロンで圧
着します。

行
方
不
明
↓
保
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既往症や保護時に注意す
べきことを詳細に記入し
ておくことで、発見者がご
本人に接する際の手助け
となります。ケアマネジャー
に相談しながら、適切な
情報を記入しましょう。

お
迎
え
↓
ご
帰
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QRコード読取

ご
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人

発
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ご本人
発見者

保
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や
り
と
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保
護
者

どこシル伝言板で保護対象者情報登録をするための入力用にご記入ください

どこシル伝言板登録シート

❶ 保護対象者のニックネーム
※呼ばれて返事をしてもらえる愛称
※個人情報保護の観点から、
　氏名（姓名・フルネーム）での登録は禁止です
例.「お父さん」「先生」等、ご自宅や職場で呼ばれて
いた愛称等

❻ 保護時に注意すべきこと
※発見した方へのアドバイスとなります。症状に
　対する具体的な対応方法を記入します

例.   ・ 右耳が遠いので、左耳に話しかけてください
・ 「おじいさん」と話しかけると怒りやすくなる
　ので、「先生」と話しかけてください
・ 汗や震えがありましたら、低血糖の可能性が
ありますので、所持している飴をなめるように
勧めてください

❼ 発見通知メールアドレス
※発見時に通知を受けるメールアドレスです

迎えに行くことが可能な方を3件まで登録できます
（例.   主介護者、ご家族、介護支援専門員等）

❷ 生年月日（年月まで）

❹ 身体的特徴
※身長や体型、メガネの有無、よく身につける
ものなど、できるだけ詳しく記入します

例.① 身長 150cm　② 中肉中背　③ 眼鏡使用

❸ 性　別 男　　・　　女

西暦　　　　年　　　月

❺ 既往症　例.① 認知症　② 糖尿病

症状に対しての対応方法を
ご記入ください

@

@

@

説明書 1ページ■5 の登録で
使用する入力用のシートです

※今までにかかった大きな病気など入力します

記入日　　　　年　　月　　日 保護対象者 ID

20180208 登録シート

登録シートが重要！

読取通知
メール受信

❹

QRコード読取

発
見
者

情報の確認
現在地入力

❺

警察や病院が保
護した場合のみ、
電話番号の記載
が可能です

発
見
者

保
護
者

保
護
者

発見者がQRコードを読み
取るだけで自動的に読取
通知のメールが届きます

発見通知
メール受信

❻ 保
護
者

発見者が発見情報を入力
送信すると自動的に発見
通知メールが届きます

事務局も
受信

事務局も
受信

発
見
者

❼❽
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